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議案第７号

取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

取手市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第８０号）の一部を別紙のとおり

改正する。

平成２９年３月１日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

人事院の勧告を踏まえ，扶養手当の支給額を見直すとともに，市立保育所等の職員

の給食費を給与から控除できるようにし，あわせて所要の整備を行うため，本条例の

一部を改正するものです。
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取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

取手市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第８０号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

(給与の支払) (給与の支払)

第 2条 (略) 第 2条 (略)

2 法第 25 条第 2項の規定に基づき，次に

掲げるものを控除して支給することが

できる。

2 法第 25条第 2項の規定に基づき，次に

掲げるものを控除して支給することが

できる。

(1)から(7)まで (略) (1)から(7)まで (略)

(8) 取手市立の保育所，幼稚園，学校

及び学校給食センターに勤務する職

員の給食費

(9) (略) (8) (略)

3 (略) 3 (略)

(職務の級) (職務の級)

第 4条 職員の職務はその複雑，困難及び

責任の度に基づき，これを次条第 1項の

給料表に定める職務の級に分類するも

のとし，その分類の基礎となるべき職務

の内容は，別表第 1に規定する等級別基

準職務表のとおりとする。この場合にお

いて，同表に掲げる職務の内容とその複

雑，困難及び責任の度が同程度の職務で

規則で定めるものにあっては，それぞれ

同表に掲げる職務の級に分類されるも

のとみなす。

第 4条 職員の職務はその複雑，困難及び

責任の度に基づき，これを次条第 1項の

給料表に定める職務の級に分類するも

のとし，その分類の基礎となるべき職務

の内容は，別表に規定する等級別基準職

務表のとおりとする。この場合におい

て，同表に掲げる職務の内容とその複

雑，困難及び責任の度が同程度の職務で

規則で定めるものにあっては，それぞれ

同表に掲げる職務の級に分類されるも

のとみなす。

(給料表) (給料表)

第 5条 給料表の種類は，次に掲げるとお

りとし，各種給料表の適用範囲は，それ

ぞれ給料表の定めるところによる。

第 5条 給料表の種類は，次に掲げるとお

りとし，各種給料表の適用範囲は，それ

ぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第 2 (1) 行政職給料表 別表第 1
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(2) 消防職給料表 別表第 3 (2) 消防職給料表 別表第 2

2 前項の給料表(以下単に「給料表」とい

う。)は，第 23 条に規定する職員以外の

全ての職員に適用するものとする。

2 前項の給料表(以下単に「給料表」とい

う。)は，第 23条及び附則第 3項に規定

する職員以外のすべての職員に適用す

るものとする。

(扶養手当) (扶養手当)

第 11 条 (略) 第 11 条 (略)

2 前項の扶養親族とは，次に掲げる者で

他に生計の途がなく主としてその職員

の扶養を受けているものをいう。

2 前項の扶養親族とは，次に掲げる者で

他に生計の途がなく主としてその職員

の扶養を受けているものをいう。

(1) (略) (1) (略)

(2) 満 22歳に達する日以後の最初の3

月 31 日までの間にある子

(2) 満 22歳に達する日以後の最初の3

月 31 日までの間にある子及び孫

(3) 満 22歳に達する日以後の最初の3

月 31 日までの間にある孫

(4)及び(5) (略) (3)及び(4) (略)

(6) 重度心身障害者 (5) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は，前項第 1号及び第

3号から第6号までのいずれかに該当す

る扶養親族については1人につき6,500

円，同項第 2号に該当する扶養親族(以

下「扶養親族たる子」という。)につい

ては 1人につき 10,000 円とする。

3 扶養手当の月額は，前項第 1号に該当

する扶養親族については 13,000 円，同

項第 2号から第 5号までの扶養親族(次

条において「扶養親族たる子，父母等」

という。)については 1人につき 6,500

円(職員に配偶者がない場合にあって

は，そのうち 1人については 11,000 円)

とする。

4 (略) 4 (略)

第 12 条 新たに職員となった者に扶養親

族がある場合又は職員に次の各号のい

ずれかに掲げる事実が生じた場合にお

いては，その職員は，直ちにその旨を任

命権者に届け出なければならない。

第 12 条 新たに職員となった者に扶養親

族がある場合又は職員に次の各号の一

に該当する事実が生じた場合において

は，その職員は，直ちにその旨(新たに

職員となった者に扶養親族がある場合

又は職員に第 1 号に該当する事実が生

じた場合において，その職員に配偶者が

ないときは，その旨を含む。)を任命権

者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備す

るに至った者がある場合

(1) 新たに扶養親族としての要件を具

備するにいたった者がある場合
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(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った

者がある場合(扶養親族たる子又は前

条第2項第3号若しくは第5号に該当

する扶養親族が，満 22 歳に達した日

以後の最初の3月31日の経過により，

扶養親族たる要件を欠くに至った場

合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くにい

たった者がある場合(前条第 2 項第 2

号又は第 4号に該当する扶養親族が，

満 22 歳に達した日以後の最初の 3月

31 日の経過により，扶養親族たる要

件を欠くにいたった場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子，父母等がある職

員が配偶者のない職員となった場合

(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子，父母等がある職

員が，配偶者を有するに至った場合

(第 1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は，新たに職員となっ

た者に扶養親族がある場合においては

その者が職員となった日，職員に扶養親

族で前項の規定による届出に係るもの

がない場合においてその職員に同項第

1 号に掲げる事実が生じたときはその

事実が生じた日の属する月の翌月(これ

らの日が月の初日であるときは，その日

の属する月)から開始し，扶養手当を受

けている職員が離職し，又は死亡した場

合においてはそれぞれその者が離職し，

又は死亡した日，扶養手当を受けている

職員の扶養親族で同項の規定による届

出に係るものの全てが扶養親族たる要

件を欠くに至った場合においてはその

事実が生じた日の属する月(これらの日

が月の初日であるときは，その日の属す

る月の前月)をもって終わる。ただし，

扶養手当の支給の開始については，同項

の規定による届出が，これに係る事実が

生じた日から 15 日を経過した後にされ

たときは，その届出を受理した日の属す

る月の翌月(その日が月の初日であると

きは，その日の属する月)から行うもの

2 扶養手当の支給は，新たに職員となっ

た者に扶養親族がある場合においては，

その者が職員となった日，扶養親族がな

い職員に前項第 1 号に掲げる事実が生

じた場合においては，その事実が生じた

日の属する月の翌月(これらの日が月の

初日であるときは，その日の属する月)

から開始し，扶養手当を受けている職員

が離職し，又は死亡した場合において

は，それぞれその者が離職し，又は死亡

した日，扶養手当を受けている職員の扶

養親族で同項の規定による届出に係る

もののすべてが扶養親族たる要件を欠

くに至った場合においては，その事実が

生じた日の属する月(これらの日が月の

初日であるとき，その日の属する月の前

月)をもって終る。ただし，扶養手当の

支給の開始については，前項の規定によ

る届出が，これに係る事実が生じた日か

ら 15 日を経過した後にされたときは，

その届出を受理した日の属する月の翌

月(その日が月の初日であるときは，そ

の属する月)から行うものとする。
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とする。

3 扶養手当は，次の各号のいずれかに掲

げる事実が生じた場合においては，その

事実が生じた日の属する月の翌月(その

日が月の初日であるときは，その日の属

する月)からその支給額を改定する。前

項ただし書の規定は，第 1号に掲げる事

実が生じた場合における扶養手当の支

給額の改定について準用する。

3 扶養手当は，これを受けている職員に

更に第1項第1号に掲げる事実が生じた

場合，扶養手当を受けている職員の扶養

親族で同項の規定による届出に係るも

のの一部が扶養親族たる要件を欠くに

至った場合，扶養手当を受けている職員

について同項第3号若しくは第4号に掲

げる事実が生じた場合又は職員の扶養

親族たる子で同項の規定による届出に

係るもののうち特定期間にある子でな

かった者が特定期間にある子となった

場合においては，これらの事実が生じた

日の属する月の翌月(これらの日が月の

初日であるときは，その日の属する月)

からその支給額を改定する。前項ただし

書の規定は，扶養手当を受けている職員

に更に第1項第1号に掲げる事実が生じ

た場合における扶養手当の支給額の改

定(扶養親族たる子，父母等で，同項の

規定による届出に係るものがある職員

で配偶者のないものが扶養親族たる配

偶者を有するに至った場合における当

該扶養親族たる子，父母等に係る扶養手

当の支給額の改定を除く。)及び扶養手

当を受けている職員のうち扶養親族た

る子，父母等で，同項の規定による届出

に係るものがある職員が配偶者のない

職員となった場合における当該扶養親

族たる子，父母等に係る扶養手当の支給

額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に

第1項第1号に掲げる事実が生じた場

合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養

親族で第 1 項の規定による届出に係

るものの一部が扶養親族たる要件を
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付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

（平成３０年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例）

２ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は，この条例による改正

後の第１１条第３項及び第１２条の規定の適用については，同項中「前項第１号及

び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき６，

５００円，同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）に

ついては１人につき１０，０００円」とあるのは「前項第１号に該当する扶養親族

（以下「扶養親族たる配偶者」という。）については１０，０００円，同項第２号

に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき８，

０００円（職員に配偶者がない場合にあっては，そのうち１人については１０，０

００円），同項第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養

親族たる父母等」という。）については１人につき６，５００円（職員に配偶者及

び扶養親族たる子がない場合にあっては，そのうち１人については９，０００円）」

と，同条第１項中「その旨」とあるのは「その旨（新たに職員となった者に扶養親

族がある場合又は職員に第１号に掲げる事実が生じた場合において，その職員に配

偶者がないときは，その旨を含む。）」と，

「

（２）扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前

条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が，満２２歳に達した

日以後の最初の３月３１日の経過により，扶養親族たる要件を欠くに至っ

た場合を除く。）

」

とあるのは

「

（２）扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前

条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が，満２２歳に達した

日以後の最初の３月３１日の経過により，扶養親族たる要件を欠くに至っ

た場合を除く。）

欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第 1項の

規定による届出に係るもののうち特

定期間にある子でなかった者が特定

期間にある子となった場合
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（３）扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員

となった場合（前号に該当する場合を除く。）

（４）扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに

至った場合（第１号に該当する場合を除く。）

」

と，同条第３項中「においては，その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職

員について第１項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合においては，こ

れらの」と，「その日が」とあるのは「これらの日が」と，「の改定」とあるのは「の

改定（扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者の

ないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる

子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による

届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定によ

る届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有する

に至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。），

扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係

るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子

に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族た

る父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子

で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合

における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

（市規則への委任）

３ 前項に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。


